
Power Alliance Tax Accountant Offfice

編 集 発 行 人  
パワーアライアンス税理士事務所 
税理士  若 杉　治 
〒151-0073 
東京都渋谷区笹塚3-37-1 

第1花井ビル2F 
TEL  03（5365）4744㈹ 
FAX  03（5365）4745 
E-mail info@wakasugi.zei-mu.net 

プロジェクト1_0  2020/12/19  13:27

ワンポイント

3 2026（令和8年）
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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日 国　税／�令和7年分所得税等の確定
申告� 2月16日〜3月16日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月16日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月16日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月10日

国　税／�個人事業者の令和7年分消
費税等の確定申告� 3月31日

国　税／�1月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）�3月31日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 3月31日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 3月31日

地方税／�個人の都道府県民税、市区
町村民税、事業税（事業所
税）の申告� 3月16日

　スマホ申告でマイナンバーカードを利用する際は、電子証明書
の有効期限にご注意ください。マイナンバーカードの有効期限は
発行から10回目の誕生日（18歳以上の場合）までですが、電子証
明書は5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限は券面の
記載またはマイナポータルで確認することができます。

電子証明書の有効期限
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自
民
党
と
日
本
維
新
の
会
が
昨
年

12
月
に
公
表
し
た
令
和
８
年
度
与
党

税
制
改
正
大
綱
で
は
、
投
資
促
進
税

制
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
見
直
し
、

基
礎
控
除
な
ど
の
見
直
し
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
表
１
で
は
、
前
年

以
前
の
改
正
事
項
も
含
め
、
適
用
時

期
が
今
年
以
降
の
税
制
改
正
項
目
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

１　

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等

１　

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等  

　

投
資
促
進
税
制
の
創
設

　

投
資
促
進
税
制
の
創
設

　

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人

が
、
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
機
械

装
置
な
ど
の
う
ち
一
定
の
規
模
以
上

（
表
２
参
照
）
の
も
の
で
、
産
業
競

争
力
強
化
法
の
改
正
法
の
施
行
日
か

ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
特

定
生
産
性
向
上
設
備
等
（
仮
称
）
に

該
当
す
る
も
の
の
取
得
等
を
し
、
こ

れ
を
国
内
に
あ
る
そ
の
法
人
の
事
業

の
用
に
供
し
た
場
合
で
一
定
の
要
件

を
満
た
す
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
用

に
供
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
に
お

い
て
、
即
時
償
却
ま
た
は
税
額
控
除

の
い
ず
れ
か
を
選
択
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
と
は
、

産
業
競
争
力
強
化
法
の
生
産
性
向
上

設
備
等
の
う
ち
、
そ
の
導
入
に
係
る

投
資
計
画
に
記
載
さ
れ
た
生
産
等
設

備
を
構
成
す
る
生
産
性
向
上
設
備
等

の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
、
中
小
企

業
者
等
に
つ
い
て
は
５
億
円
以
上
で

あ
る
こ
と
な
ど
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
も
の
を
い
い
ま
す
。

２２　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
経
過
措
置

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
経
過
措
置

　

個
人
事
業
者
で
あ
る
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
の
令
和
９
年
及
び
令
和

10
年
に
含
ま
れ
る
課
税
期
間
の
う

ち
、
免
税
事
業
者
が
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
と
な
っ
た
こ
と
又
は
課
税

事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し
た
こ

と
に
よ
り
事
業
者
免
税
点
制
度
の
適

用
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
課

税
期
間
に
つ
い
て
は
、
納
付
税
額
を

そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
標
準

額
に
対
す
る
消
費
税
額
の
３
割
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

以
外
の
者
か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ

に
係
る
税
額
控
除
の
経
過
措
置
に
お

け
る
控
除
割
合
に
つ
い
て
も
見
直
さ

れ
ま
す（
表
３
参
照
）。
な
お
、
一
の

免
税
事
業
者
等
か
ら
行
う
そ
の
経
過

措
置
の
対
象
と
な
る
課
税
仕
入
れ
の

合
計
額
が
そ
の
年
又
は
事
業
年
度
で

１
億
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の

表１　改正項目タイムスケジュール
　（◯減税、●増税、－どちらともいえない）

2026年
（令和８年）１月 －

個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限
の見直し

◯ 基礎控除の引上げ、扶養親族などの所得要
件の見直し

３月 ● 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
措置の終了

◯ 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能
割の廃止

４月 ● 防衛特別法人税の創設
● 加熱式たばこの課税方式の見直し（第一段階）

10月 ● 加熱式たばこの課税方式の見直し（第二段階）
◯ インボイス制度に関する経過措置の見直し

2027年
（令和９年）

１月 － 源泉徴収票の提出方法の見直し

－
納期の特例申請・青色申告承認申請・青色
専従者給与の届出、給与等支払事務所の開
設等届出についての簡素化

● 特定の基準所得の課税の特例について、基
準所得金額の引下げと税率の引上げ

● 防衛特別所得税（仮称）の創設と復興特別所
得税の改正

４月 ● たばこ税率0.5円/１本　引上げ
2028年 ４月 ● たばこ税率0.5円/１本　引上げ
2029年 ４月 ● たばこ税率0.5円/１本　引上げ

令
和
８
年
度

令
和
８
年
度

　

税
制
改
正（
案
）

　

税
制
改
正（
案
）

　
　

の
ポ
イ
ン
ト

　
　

の
ポ
イ
ン
ト
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超
え
た
部
分
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い

て
経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

３　

基
礎
控
除
の
見
直
し
な
ど

３　

基
礎
控
除
の
見
直
し
な
ど

　

基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
合
計
所
得

金
額
が
２
３
５
０
万
円
以
下
で
あ
る

個
人
の
控
除
額
が
４
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
62
万
円
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

基
礎
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
も
、
一

定
額
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

基
礎
控
除
の
引
上
げ
に
伴
い
、
同

一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
な
ど
の

要
件
も
見
直
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

改
正
は
、
令
和
８
年
分
以
後
の
所
得

税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

４　

防
衛
特
別
所
得
税（
仮
称
）

４　

防
衛
特
別
所
得
税（
仮
称
）  

　

の
創
設

　

の
創
設

　

今
回
の
改
正
で
、
防
衛
特
別
所
得

税（
仮
称
）が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
税
の
納
税
義
務
者
は
、
防
衛

特
別
所
得
税
を
納
税
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
所
得
税
の
源
泉
徴
収

義
務
者
は
、
そ
の
源
泉
徴
収
に
係
る

所
得
税
の
額
に
つ
き
、
防
衛
特
別
所

得
税
を
徴
収
し
、
納
付
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

　

防
衛
特
別
所
得
税
額
は
、
そ
の
年

分
の
基
準
所
得
税
額
に
１
％
の
税
率

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
、
令
和

９
年
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

防
衛
特
別
所
得
税
の
創
設
に
伴

い
、
復
興
特
別
所
得
税
が
改
正
さ
れ

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
復
興
特
別
所

得
税
の
税
率
が
従
来
の
２
・
１
％
か

ら
１
・
１
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
復
興
特
別
所
得
税
の
課
税
期

間
が
、従
来
の
令
和
19
年
ま
で
か
ら
、

令
和
29
年
ま
で
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

５　

そ
の
他

５　

そ
の
他

　

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却

資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特

例
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
減
価
償

却
資
産
の
取
得
価
額
が
、
30
万
円
未

満
か
ら
40
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。
所
得
税
に
つ
い
て
も
同
様

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

　

賃
上
げ
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

中
小
企
業
向
け
の
措
置
に
つ
い
て
、

教
育
訓
練
費
に
係
る
上
乗
せ
措
置
が

廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
現
行
措
置
が
維

持
さ
れ
ま
す
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
、
一

定
の
見
直
し
が
さ
れ
た
う
え
で
、
適

用
期
限
が
５
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括

贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
８
年
３

月
31
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
教
育
資

金
管
理
契
約
に
基
づ
く
信
託
等
可
能

期
間
は
、
延
長
さ
れ
ま
せ
ん
。
同
日

ま
で
に
拠
出
さ
れ
た
金
銭
等
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
こ
の
措
置
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
つ
み
た
て
投
資
枠
に

つ
い
て
、
口
座
開
設
が
で
き
る
年
齢

の
下
限
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

表３�　適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除の経過
措置

課税期間
控除可能割合

従来 改正
仕入税額相当額の

〜令和８年９月30日 80％ 80％
令和８年10月１日〜令和10年９月30日

50％
70％

令和10年10月１日〜令和11年９月30日
50％

令和11年10月１日〜令和12年９月30日
控除なし令和12年10月１日〜令和13年９月30日 30％

令和13年10月１日〜 控除なし

表２　特定生産性向上設備等投資促進税制の対象資産
細　目 要　件
機械装置 1台又は 1基の取得価額が 160 万円以上のもの

工具及び
器具備品

それぞれ 1台又は 1基の取得価額が 120 万円以上のもの
※�それぞれ 1台又は 1基の取得価額が 40 万円以上で、かつ、一事業
年度におけるその取得価額の合計額が 120 万円以上のものを含む

建物 一の取得価額が 1,000 万円以上のもの

建物附属設備
及び構築物　

それぞれ一の取得価額が 120 万円以上のもの
※�建物附属設備については、一の取得価額が 60 万円以上で、かつ、
一事業年度におけるその取得価額の合計額が 120 万円以上のもの
を含む

ソフトウェア 一の取得価額が 70 万円以上のもの
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　資本金が300万円の会社で
ある当社は、パソコンを1台
27万円で購入しました。その際、

販売管理用のソフトウェアを8万円で同時
に購入し、そのソフトウェアを購入したパ
ソコンにインストールして使用しています。
このとき、全体で30万円を超えています
ので、中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例を適用すること
はできませんか？

　税務上、パソコン本体は有形
減価償却資産、ソフトウェアは
無形減価償却資産に該当します

ので、別々の資産として取り扱われます。
今回の事例は、パソコンにソフトウェアが
インストールされていますが、これらを一

体として取り扱うのではなく、パソコンと
ソフトウェアに区分して、それぞれについ
て適用の可否を判断することになります。
　パソコンについては、取得価額が30万
円未満ですので、中小企業者等の少額減価
償却資産の取得価額の損金算入の特例を適
用することができます。ただしこの特例は、
適用を受ける事業年度における少額減価償
却資産の取得価額の合計額が300万円ま
でに限られます。
　ソフトウェアについては、取得価額が
10万円未満ですので、少額の減価償却資
産に該当し、取得価額に相当する金額を損
金経理した場合は、損金算入が認められま
す。
　なお、ソフトウェアのうちWindowsな
どのようにパソコンを作動させるうえで最
低限必要とされるオペレーティングシステ
ムのような基本ソフトについては、パソコ
ン本体と一体のものとみなされますので、
その取得費用はパソコン本体の取得価額に
含めるべきと考えられます。

パソコン本体に組み込まれた 
ソフトウェアの取り扱い

額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
と
残

額
が
あ
る
人
は
、
確
定
申
告
で
税
額

を
精
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
年
分
の
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
を
公
的
年
金
等
に
係
る
確
定

申
告
不
要
制
度
と
い
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
不
要
制
度
に
よ
り
所
得

税
の
確
定
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合

で
も
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
住
民

税
申
告
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み
が
あ
る

人
で
も
、「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除（
社

会
保
険
料
控
除
や
配
偶
者
控
除
、
扶

養
控
除
、
基
礎
控
除
等
）
以
外
の
各

種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
と
き
も
、

住
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

Q

A

公
的
年
金
と
住
民
税
申
告

　

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金

　役員や使用人などに通常の給与に加算し
て支給する通勤手当は、一定の限度額まで
非課税となっています。
　通勤のためにマイカーや自転車などを使
用している人の非課税となる1か月当たり
の限度額は、片道の通勤距離に応じて
4,200円から38,700円と定められていま
す。非課税限度額を超えて通勤手当を支給
する場合は、超える部分の金額が給与とし
て課税されます。なお通勤距離は、通勤経
路に沿った長さで判定します。片道の通勤
距離が2㎞未満の場合は、全額が給与とし
て課税されます。
　令和7年4月1日以後に支払われるべき
通勤手当について、非課税限度額が引き上
げられました。通勤距離が片道10㎞以上
の各区分について、200円から7,100円引
き上げられています。

税務の豆知識  
� 通勤手当の非課税限度額


